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対象となる建築主 対象となる建築物

1.個人
2.中小企業者
3.公益社団法人
   及び
   公益財団法人
4.過去5年以内に
助成金を利用し
て地区内で建物 
を除却した所有 
者等

１．耐火建築物または準耐火建築物であること。
２．ガス設備には、マイコンメーターなどを設置し、

ガス漏れ防止の対策を行う。
３．主要生活道路沿道で道路後退のあるものは、

後退しなければ助成対象とはなりません。（4ページ「主要生活道路の
後退について」参照。）

４．建て替え前後の形状及び敷地面積が同一または同一以上であること。

A.老朽建築物を不燃建築物へ建て替える

B.老朽建築物を木造準耐火等へ建て替える

２

C.老朽建築物等の除却（取壊し）

対象となる所有者等 対象となる建築物

1.個人
2.中小企業者
3.公益社団法人
   及び
   公益財団法人

耐用年数が３分の２以上を経過した建築物であること。
（裏面「老朽建築物の建て替えとは」参照。）

（4ページ「不燃建築物とは」参照。）

（4ページ「主要生活道路の後退について」参照。）



⑦ （※４）

⑨ 高齢者世帯加算（※４）（※５）

高齢者（６０歳以上）世帯と同居する世帯

50万円／１棟

子育て世帯加算（※４）

50万円／１棟

子（中学生以下）と同居する世帯

⑩

耐火建築物加算

100万円／１棟

⑧

特定路線沿いで耐火建築物を建築する

（※１）後退面積に応じて、加算助成額が変動します。
後退面積6㎡未満：60万円、6㎡以上～7㎡未満：70万円、7㎡以上～8㎡未満：80万円、8㎡～9㎡未満90

万円、9㎡以上：100万円
（※２）主要生活道路が交差するものについては隅切りが必要となり、隅切り部分の後退をする必要があります。
（※３）協定書の提出が必要となります。
（※４）対象確認申請時において、年齢等について要件を満たしていいる必要があります。
（※５）高齢者の居住に要する面積が20㎡以上必要になります。 ３

①主要生活道路沿道後退加算 （※１）

以下の条件を全て満たすこと

（１）道路計画に沿って、建築物を後退する

（２）後退距離（現況線から後退線までの距離

が10㎝以上の場合のみ

60～100万円／１棟

②主要生活道路角地隅切り加算 （※２）

以下の条件を全て満たすこと

（１）二方向以上、主要生活道路の接している

（２）そのすべての道路計画に沿って建築物を

後退する

（３）隅切り後退をする

60万円／１棟

③賃貸用共同住宅建築加算
以下の条件を全て満たすこと

（１）専用面積が50㎡以上の複数の部屋を有す

る賃貸用住戸が４戸以上ある

（２）１住戸につき１台以上の自転車が収容で

きる自転車駐輪場を設置する

（３）共同のごみ保管施設を設置する

100万円／１棟

④火気使用店舗加算
火気使用の店舗等を、不燃建築物へ建替える

50万円／１棟

⑤協調建替え建築加算 （※３）

一団の土地に、まちづくりに配慮した一体性の

ある設計の基づく建築物を同時期に建てる

100万円／権利者１名

⑥共同化建築加算
一定の権利を持つ複数の建築主が、従前の敷地

を共同利用して建築する

100万円／権利者１名

⑦建築工事費加算

以下の条件を全て満たすこと

（１）準耐火建築物・耐火建築物以外から耐火

建築物への建替え

（２）準耐火建築物・耐火建築物以外から準耐

火建築物への建替え

（３）準耐火建築物から耐火建築物への建替え

構造・面積によって加算助成額が変動します。



不燃建築物とは

主要生活道路の後退について

申請にあたっての留意事項

４

（※１）墨田区木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成制度要綱第２条参照。
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（下記「問い合わせ」右側のQRコード）
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